
議案第１３号 

 

東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則の一部改正につ

いて 

 

東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則を定め

ることについて、次のとおり提案する。 

 

令和３年３月１７日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

東広島市立小・中学校体育施設の開放について、開放の日時を変更するととも

に、公共施設予約システムの導入に伴う当該システムによる施設の利用申込みの

手続に関する規定の追加その他所要の規定の整理を行うため、この議案を提出す

るものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

 

４ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第  号 

 

 東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  令和３年３月  日 

 

                   東広島市教育委員会          

                   教育長  津  森     毅    

 

   東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する 

   規則 

 

 東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則（昭和５４年東広島市教育委

員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「開放の日時」を「学校体育施設の開放」に、「別表のとおり」

を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日時に行うもの」に改め、同

項に次の各号を加える。 

 (1) スポーツ開放 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規

則（昭和４９年東広島市教育委員会規則第８号）第１７条第１項に規定する休

業日の午前９時から午後６時まで 

 (2) 夜間スポーツ開放 １月１日から１２月３１日までの間の日の午後６時から

午後１０時まで 

 第７条第３号中「もっぱら」を「専ら」に改める。 

 第８条中「、学校長を経由して」を削り、「所定の申込書によつて教育委員会

に」を「、所定の申込書により、学校長を経由して教育委員会に（公共施設予約シ

ステム（市の使用に係る電子計算機と公共施設を利用しようとする者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、公共施設の利

用に関する情報を蓄積し、及び利用するために設置され、及び管理されているもの

をいう。）を使用する場合にあっては、教育委員会に）」に改める。 
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 第１０条第１項中「によつてき損し」を「により毀損し」に改め、同条第２項中

「あつても」を「あっても」に改める。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則（昭和５４年教育委員会規則第６号）新旧対照表＜抜粋＞ 

新 旧 

○東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則 ○東広島市立小・中学校体育施設の開放に関する規則 

（学校体育施設開放の日時） （学校体育施設開放の日時） 

第５条 学校体育施設の開放は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める日時に行うものとする。 

第５条 開放の日時は、別表のとおりとする。 

 (1) スポーツ開放 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関

する規則（昭和４９年東広島市教育委員会規則第８号）第１７条第１項に

規定する休業日の午前９時から午後６時まで 

 

(2) 夜間スポーツ開放 １月１日から１２月３１日までの間の日の午後６

時から午後１０時まで 

 

２ (略) ２ (略) 

（登録できない団体） （登録できない団体） 

第７条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用団体として登録

しない。 

第７条 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用団体として登録

しない。 

 (1)～(2)  (略)  (1)～(2)  (略) 

(3) 専ら営利を目的としたもの (3) もっぱら営利を目的としたもの 

（利用の申込み） （利用の申込み） 

第８条 学校体育施設を利用しようとする登録団体の代表者は、利用希望日の

属する月の前月の１７日から２６日までの間に、所定の申込書により、学校

長を経由して教育委員会に（公共施設予約システム（市の使用に係る電子計

算機と公共施設を利用しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織であって、公共施設の利用に関する情報

を蓄積し、及び利用するために設置され、及び管理されているものをいう。）

を使用する場合にあっては、教育委員会に）申し込み、あらかじめその許可

を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認

めた場合は、この限りでない。 

第８条 学校体育施設を利用しようとする登録団体の代表者は、学校長を経由

して、利用希望日の属する月の前月の１７日から２６日までの間に所定の申

込書によつて教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければなら

ない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めた場合は、この

限りでない。 

（利用者の責任） （利用者の責任） 

第１０条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失により毀

損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

第１０条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失によつて

き損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 利用者は、危害防止には万全を期さなければならない。不慮の災害、人身

事故により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責め

を負わない。 

２ 利用者は、危害防止には万全を期さなければならない。不慮の災害、人身

事故により利用者が損害を受けることがあつても、教育委員会は、その責め

を負わない。 

 

新 旧 

削除 別表（第６条関係） 

 （一部改正〔平成５年教委規則２号・１２年４号〕） 

 
開放の日時 

開放の種類 施設 開放する

日 

開放する時間 

４月～１０月 １１月～３月 

スポーツ開放 校

庭・体

育館 

日曜・祝

日 

長期休業

日 

午前９時～午後

５時 

午前９時～午後

４時 

土曜 午後１時～午後

５時 

午後１時～午後

５時 

夜間スポーツ開

放 

校庭 日曜・祝

日 

平日・長

期休業日 

午後６時～午後

１０時 

午後６時～午後

１０時 

体育

館 

同上 同上 同上 
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【参考資料 議案第１３号】 

 

学校体育施設開放事務における公共施設予約システムの導入 

 

１ 目的 

 小中学校教職員を対象としたアンケート調査の結果、学校体育施設開放事業に係る事

務作業が負担の上位となっていることを受けて、働き方改革の一環として、事務処理を

システム化し、これまで主に対面で行っていた事務作業の一部を電子化することで，利

用者の利用申請や照会といった各種手続きの簡略化及び事務担当教職員の業務負担の軽

減を図る。 

 

２ 事務手続き等の変更 

（１）変更時期 

令和３年７月利用分（令和３年６月申請分）から（予定） 

（２）変更内容 

 変更前 

（令和３年６月利用分まで） 

 変更後 

（令和３年７月利用分から） 

利用状況照会 

利用者は学校へ直接、利用状況

照会を行う。（電話、来校等） 

利用者は公共施設予約システム

から、いつでも利用状況照会が

可能。（パソコン、スマートフォ

ン等） 

使用申請・ 

使用許可 

利用者は申請期間内に使用申請

用紙を学校へ提出し、学校が許

可書を発行することで使用許可

完了。（紙媒体でのやりとり） 

利用者は申請期間内に公共施設

予約システムから使用申請を行

うことで、自動的に使用許可完

了。 

使用料支払 

学校が使用申請に基づいて使用

料の計算、納付書の発行を行い、

利用者が使用前日までに金融機

関で納付することで使用料納入

完了。 

教育委員会が公共施設予約シス

テムへの使用申請に基づいて使

用料計算を行い、利用月の翌月

末日に口座引落を行うことで使

用料納入完了。 

鍵・書類等 

受け渡し 

・学校と利用者との対面による

直接受け渡し 

・生徒の保護者が利用者の場合、

生徒を経由しての受け渡し  

等 

各学校へ設置したキーボックス

により、受け渡しが可能。 

（令和２年８月設置完了） 

実績報告 

学校は毎月１０日までに、前月

の利用実績報告を教育委員会へ

提出する。 

教育委員会が公共施設予約シス

テムへの使用申請に基づいて、

実績の確認を行う。 

 

-5-


